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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和３年 12月 20日時点 

 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,459人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,949人 

１回目接種 ７,４９４人 ３,５２７人 ８８．５９％ ８９．３１％ 

２回目接種 ７,１３６人 ３,３６３人 ８４．３６％ ８５．１６％ 

問 ほほえみ館 担当：釜 眞由美（かま まゆみ）☎0984-42-4820 
 

にしもろマルシェの出店説明会の実施について 
〈にしもろマルシェの出店者説明会について〉 

●日  時  令和４年１月 17日（月）午後２時００分から 

●場  所  KITTO 小林２階交流スペース（小林市地域・観光交流センター） 

●申  込  ・申込締切り：１月 14日（金）まで 

       ・申 込 先：産業創生課 産業観光係 

 

〈にしもろマルシェについて〉 

西諸圏域の観光 PR や販路拡大、ブランド化を目的に「西諸定住自立圏特産品等

販売推進協議会」において、都市圏を対象に実施する物産展です。 

●開催日時  令和４年２月 16日（水）から 17日（木）までの２日間 

       ※両日とも午前 10時から午後６時まで（予定） 

●開催場所  大丸福岡天神店パサ－ジュ広場（福岡市中央区天神１-４-１） 

問 産業創生課 担当：新福 竜太（しんぷく りゅうた）☎0984-42-2128 
 

 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №88 
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  １月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別の御協力をお願いいたします。 

 

収集日 種類 収集地区 

1月 10日（月） 

成人の日 
燃やせるごみ 

並木区、花堂区、西広原区、上広原区、 

下広原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、

北狭野区、小塚区、中平区、湯之元区、 

祓川区 

問 町民福祉課 担当：海老原 俊一郎（えびはら しゅんいちろう）☎0984-42-1067 
 

固定資産税に係る償却資産の申告について 

個人、法人を問わず、商工業や農業、サービス業などを営んでいる人が、その

事業のために所有している構築物や機械、工具・備品などの資産を「償却資産」

といい、固定資産税の課税対象となります。 

毎年１月１日現在で償却資産を所有されている方は、地方税法第 383条の規定

に基づき、１月 31日までに高原町役場に申告をしなければなりません。 

 つきましては、令和３年１月に申告された方については、税務課から申告書を

郵送しますので、資産の増減を御記入のうえ、御提出ください。 

また、新しく事業を始められた方で、申告書をお持ちでない方は、郵送もしく

は窓口で申告書をお渡ししますので税務課まで御連絡ください。 

 申告方法や詳細について不明な点がありましたら、下記担当まで御相談くださ

い。 

 

 

 

 

問 税務課 担当：末永 貴也（すえなが たかや）☎0984-42-2113 
 

令和４年度持続的経営体支援交付金（旧：強い農業・担い手づくり

総合支援交付金）の要望調査について 

標記の件につきまして下記のとおり要望の受付を行います。農業用機械導入の

要望がある場合は御来庁いただきますようお願いいたします。 

 

１ 申込期限 令和４年１月１０日（火）※期限厳守 

２ 対象者  認定農業者 
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３ 提出場所 高原町役場２階 農政林務課 

４ 提出書類 ①要望する農業用機械の見積書及びカタログ 

②H30・R1・R2の確定申告書の写し（収支決算書・減価償却資 

産台帳含む） 

     ③印鑑（シャチハタ不可） 

５ 注意事項 

①本事業の補助金の補助率は３／１０以内となっております。 

②提出物「確定申告書の写し」については、成果目標等の根拠資料として 

使用いたしますので、必ず御持参ください。 

③過去に同様の事業で機械を導入している方につきましては、目標の達成状 

況によっては申請を受けつけられない場合がございますので予め御来庁 

前に連絡ください。 

④融資主体型の事業であるため、金融機関からの融資が受けられる方のみが 

     申請対象となりますので、事前に金融機関へ借入可能か相談をお願いいた 

します。 

⑤個人で「田植え機」「コンバイン」の導入を希望される場合は、所属して 

いる集落営農組合と事前に協議したうえ、御要望ください。 

⑥今回は要望調査ですので採択を確約するものではございません。 

問 農政林務課 担当：東 康太（ひがし こうた）☎0984-42-5134 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２      

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/





















